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規

則

青
森
県
入
浴
施
設
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
の
予
防
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
九
十
五
号

青
森
県
入
浴
施
設
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
の
予
防
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
入
浴
施
設
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
の
予
防
に
関
す
る
条

例

(

平
成
十
七
年
七
月
青
森
県
条
例
第
六
十
三
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

用
語)

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

(

社
会
福
祉
施
設
等)

第
三
条

条
例
第
二
条
第
四
号
ル
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一

児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務

を
目
的
と
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
同
法
第
七
条
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
で
な
い
も
の

二

生
活
支
援
ハ
ウ
ス(

高
齢
者
に
対
し
て
、
介
護
支
援
機
能
、
居
住
機
能
及
び
交
流
機
能
を
総

合
的
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
齢
者
が
安
心
し
て
健
康
で
明
る
い
生
活
を
送
れ
る
よ
う
支

援
し
、
も
っ
て
高
齢
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
施
設
を
い
う
。)

三

身
体
障
害
者
通
所
ホ
ー
ム(

身
体
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
入
所
者
で
あ
っ
て
、
収
入
の
状
況
、

日
常
生
活
能
力
等
か
ら
み
て
自
活
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
対
し
、
独
立
し
た
生
活
を
営
ま

せ
、
そ
の
自
立
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
施
設
を
い
う
。)

四

身
体
障
害
者
福
祉
工
場(

重
度
の
身
体
障
害
者
で
あ
っ
て
、
作
業
能
力
は
あ
る
が
、
職
場
の

設
備
及
び
構
造
、
通
勤
時
の
交
通
事
情
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
通
常
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る

こ
と
が
困
難
な
も
の
に
職
場
を
与
え
、
生
活
指
導
及
び
健
康
管
理
を
行
う
こ
と
に
よ
り
健
全
な

社
会
生
活
を
営
ま
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
施
設
を
い
う
。)

五

知
的
障
害
者
福
祉
工
場(

知
的
障
害
者
で
あ
っ
て
、
作
業
能
力
は
あ
る
が
、
対
人
関
係
、
健

康
管
理
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
通
常
の
事
業
所
に
就
労
で
き
な
い
で
い
る
も
の
を
雇
用
し
、
生

活
指
導
、
健
康
管
理
等
に
配
慮
し
た
環
境
の
下
で
社
会
的
自
立
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
設
置
さ
れ
た
施
設
を
い
う
。)

(

適
用
除
外)

第
四
条

条
例
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一

旅
館
の
客
室
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
施
設

二

公
衆
浴
場
の
家
族
風
呂ろ

三

医
療
施
設
及
び
社
会
福
祉
施
設
等
の
個
室
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
施
設

(

水
質
基
準)

第
五
条

条
例
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
属
菌
に
係
る
水
質
基
準
は
、

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

(

消
毒
方
法)

第
六
条

条
例
第
三
条
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

オ
ゾ
ン
に
よ
る
方
法
。
た
だ
し
、
浴
槽
水
中
に
オ
ゾ
ン
を
含
ん
だ
気
泡
が
存
在
し
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
。

二

紫
外
線
に
よ
る
方
法

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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三

銀
イ
オ
ン
に
よ
る
方
法

四

光
触
媒
に
よ
る
方
法

五

そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
方
法

(
水
質
検
査
の
方
法)

第
七
条

条
例
第
三
条
第
七
号
及
び
第
八
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
冷
却
遠
心
濃
縮

法
、
ろ
過
濃
縮
法
そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
年
に
一
回
以
上
冷

却
遠
心
濃
縮
法
又
は
ろ
過
濃
縮
法
に
よ
り
水
質
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
の
報
告)

第
八
条

条
例
第
三
条
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
水
質
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
判
明
し

た
後
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

施
設
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

二

水
質
検
査
に
係
る
水
を
採
取
し
た
年
月
日

三

水
質
検
査
の
結
果

(

身
分
証
明
書)

第
九
条

条
例
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
。

(

弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
通
知)

第
十
条

知
事
は
、
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
で
意
見
を
述
べ
、
又
は
意
見
書
を
提

出
す
る
機
会
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
者
に
対
し
、
口
頭
に
よ
る
意
見

陳
述
の
日
時
、
場
所
等
又
は
意
見
書
の
提
出
期
限
、
提
出
先
等
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。

(

代
理
人)

第
十
一
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者

(

以
下

｢

当
事
者｣

と
い
う
。)
は
、
代
理
人

を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

代
理
人
は
、
各
自
、
当
事
者
の
た
め
に
口
頭
で
意
見
を
述
べ
、
又
は
意
見
書
を
提
出
す
る
た
め

の
一
切
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

代
理
人
の
資
格
は
、
書
面
で
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

代
理
人
が
そ
の
資
格
を
失
っ
た
と
き
は
、
当
該
代
理
人
を
選
任
し
た
当
事
者
は
、
書
面
で
そ
の

旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
(第
９
条
関
係
)

表裏

注
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ｂ
８
横
長
と
す
る
｡
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第
号

身
分

証
明

書

所
属

職
氏
名

年
月

日
生

上
記
の
者
は
､
青
森
県
入
浴
施
設
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
の
予
防
に
関
す
る

条
例
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
調
査
又
は
質
問
を
行
う
職
員
で
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
｡

年
月

日
交
付

青
森
県
知
事

�

青
森
県
入
浴
施
設
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
の
予
防
に
関
す
る
条
例
(抜
粋
)

(立
入
調
査
等
)

第
５
条
知
事
は
､
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
､
医
療
施
設
の
開
設
者

若
し
く
は
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
置
者
に
対
し
､
そ
の
入
浴
施
設
に
お
け
る
第
３
条
の

規
定
に
よ
る
措
置
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
､

又
は
そ
の
職
員
に
､
医
療
施
設
若
し
く
は
社
会
福
祉
施
設
等
に
立
ち
入
り
､
同
条
の
規

定
に
よ
り
遵
守
す
べ
き
事
項
の
状
況
を
調
査
さ
せ
､
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
｡

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
調
査
又
は
質
問
を
す
る
職
員
は
､
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

書
を
携
帯
し
､
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
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青
森
県
公
衆
浴
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
九
十
六
号

青
森
県
公
衆
浴
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
公
衆
浴
場
規
則

(
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
一
号
５
ホ
中

｢

浴
室｣
の
下
に

｢
(

浴
槽
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
表
第
三
号
２

中
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ハ
と
し
、
同
表
第
四
号
３
中

｢

及
び｣

を

｢

並
び
に｣

に
、｢

か
ら
ハ
ま
で｣

を

｢

及
び
ロ｣

に
改
め
、
同
表
第
五
号
３
ロ
中

｢
か
ら
ニ
ま
で｣

を

｢

及
び
ハ｣

に
改
め
、
同
表
第

七
号
１
中

｢

及
び
２
イ
か
ら
ハ
ま
で｣

を

｢

並
び
に
２
イ
及
び
ロ｣

に
改
め
、
同
号
２
ロ
中

｢

か
ら

ハ
ま
で
及
び｣

を

｢

及
び
ロ
並
び
に｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


